
令和４年３月16日　　公告

大正区鶴町5丁目（E-25）堤防工事に伴う設計業務委託（その２）

設計図書の一部に記載漏れがあり、下記のとおり追記いたしましたので、ご確認ください。

追記箇所

特記仕様書 第２項業務 ３.その他

追記内容
５）本業務の適用積算基準の内容は以下の通りとする。
　　　　　　①適用している積算基準
　　　　　　　本業務は、主として「港湾土木請負工事積算基準(令和3年度版)」に基づいている。
　　　　　　　また、次の業務項目については次表のとおり計上している。なお、本業務内訳は参考資
　　　　　　　料であり、受注者は本業務の趣旨を充分考慮したうえで、業務目的を完遂するための一
　　　　　　　切の手段について、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き受注者の責任に
　　　　　　　おいて定めるものとし、次表の数値を設計変更の対象としない。

　　　　　　②適用している単価の時期
　　　　　　　適用する単価については、令和3年12月時点とする。
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